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事業再評価書                          独立行政法人都市再生機構 

地 区 名 品川駅北周辺地区 

 所 在 東京都港区芝浦４丁目、港南１・２丁目、高輪２・３丁目 

 事 業 手 法 土地区画整理事業 

 地 区 面 積 15.5ha 

 採 択 年 度 平成 26 年度 

 評 価 の 区 分 再評価実施後に５年間を経過した時点で継続中又は未着工の事業 

地 区 の

概 要 

位 置 ・ 交 通 

条 件 

ＪＲ山手線・京浜東北線「高輪ゲートウェイ駅」隣接 

都営浅草線「泉岳寺駅」隣接 

現 況 等 

・当地区は、ＪＲ品川駅の北側約１ｋｍに位置し、JR 高輪ゲートウェイ

駅、都営地下鉄泉岳寺駅に隣接している。 

・地区の大部分は鉄道車両基地として利用されているが、車両基地

再編により大規模な土地利用転換が予定されている。 

・これに隣接した国道１５号沿道には、小規模な業務ビル等が立地し

ている。 

事 業 の 経 緯 

平成24年１月 特定都市再生緊急整備地域指定（国） 

平成26年９月 品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014改

定（東京都） 

平成28年３月 法定要請（東京都、港区） 

平成28年４月 都市計画決定（地区計画、土地区画整理事業） 

平成28年７月 土地区画整理事業 事業認可 

平成28年７月 特定都市再生緊急整備地域整備計画作成 

平成31年４月 都 市 計 画 変 更 （ 地 区 計 画 、補 助 線 街 路 332号 線

（立体化）） 

令和１年８月 土地区画整理事業 変更事業認可(第１回) 

令和２年２月 都市計画決定（補助線街路334号線（品川駅北口

駅前広場）） 

都市計画変更（補助線街路332号線、土地区画整

理事業 ） 

令和２年８月 土地区画整理事業 変更事業認可(第２回) 

令和３年９月 品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン改定 

令和３年11月 都市計画変更（地区計画） 

令和４年１月 土地区画整理事業 変更事業認可(第３回) 

令和７年３月 4街区先行まちびらき 

そ の 他 ― 
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計 画 諸 元 

土地利用計画  
 整理前 整理後 

面積 割合 面積 割合 

公共 

用地 

道路 0.2ha 1.4% 3.0ha 19.1% 

公園 0.2ha 1.1% 0.4ha 3.0% 

計 0.4ha 2.5% 3.4ha 22.1% 

宅地 15.1ha 97.5% 12.1ha 77.9% 

合計 15.5ha 100.0% 15.5ha 100.0% 
 

1. 

事 業 目 的 等 

事 業 の 目 的 

ＪＲ品川駅の北側に位置する車両基地周辺において、高輪ゲート

ウェイ駅を核としつつ、車両基地跡地と国道１５号沿道市街地との一

体的なまちづくりにより、多様な都市機能が集積する国際交流拠点の

創出を図る。 

機 構 参 画 の

意 義 

機構施行の土地区画整理事業により、国道１５号沿道を含めた権

利の再配置と都市基盤整備を行うことで、多様な都市機能が集積す

る国際交流拠点の創出を支援する。 

2. 

政策効果分析  

費用便益比  

事業全体：２．２１   残事業：１．５４ 

3. 

事 業 を 実 施

す る こ と に よ

る効果・影響 

 

大 規 模 低 未

利 用 地 の 

活 性 化 

・車両基地跡地を、商業・業務・住宅等の多様な都市機能が集積す

る国際的な交流拠点へと転換 

都 市 活 動 を

支 え る 

基 盤 整 備  

・大規模な土地利用転換による拠点形成に向けた新たな道路網の整

備 

良 好 な 都 市

環 境 の 整 備 

・地区計画等に基づく規制による、国際交流拠点にふさわしい都市景

観の形成 
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4. 

実 施 環 境 

1） 

事 業 の 進 捗 

 

〇進捗状況 

・令和７（2025）年３月に４街区が先行まちびらき。以降も周辺道路整備

と建物建築が同時進行で進捗し、令和７年（2025）年10月に港区公的

住宅の完成、令和８（2026）年３月にはグランドオープンを迎える見込

み。 

・現時点では、スケジュールの遅延は無く、予定通り進捗する見込み。 

 

・工事費：約41％        ・仮換地指定：約79％ 

・使用収益開始：約70％  ・保留地処分：約72％ (令和７年４月時点) 

 

〇今後の計画 

・令和11年３月  換地処分 

 

2） 

事 業 リ ス ク の

見 込 み 

・今後、物価高騰に伴う工事費等の増加が懸念されるものの、一定の

予備費を計上済み。 

3） 

コ ス ト 縮 減 や

新技 術 ・ 制 度

等 の 導 入 

― 

対応方針案  事業継続 

 
対 応 方 針 案

決 定 の 理 由 

・令和７（2025）年３月には４街区完成による先行まちびらき、令和７

（2025）年 10 月には港区公的住宅の完成、令和８（2026）年３月には

１～３街区の完成によるグランドオープンを予定。 

・引き続き、多様な都市機能が集積する国際交流拠点の創出を

図るために、関係者と連携しながら、基盤整備、民間開発誘導

等を推進する必要がある。 

以上のことから「事業継続」 
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品川駅北周辺地区  （土地区画整理事業） 

位 置 図 

 

区 域 図 
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事業再評価書                             独立行政法人都市再生機構 

地 区 名 
品川駅・田町駅周辺地域  

（品川駅北周辺地区土地区画整理事業）  
 所 在 東京都港区芝浦４丁目、港南１・２丁目、高輪２・３丁目 

 事 業 手 法 国際競争拠点都市整備事業 

 地 区 面 積 15.5ha 

 採 択 年 度 平成 28 年度（予算化） 

 評 価 の 区 分 再評価実施後に５年間を経過した時点で継続中又は未着工の事業 

地 区 の

概 要 

位 置 ・ 交 通 

条 件 

ＪＲ山手線・京浜東北線「高輪ゲートウェイ駅」隣接 

都営浅草線「泉岳寺駅」隣接 

現 況 等 

・当地区は、ＪＲ品川駅の北側約１ｋｍに位置し、JR 高輪ゲートウェイ

駅、都営地下鉄泉岳寺駅に隣接している。 

・地区の大部分は鉄道車両基地として利用されているが、車両基地

再編により大規模な土地利用転換が予定されている。 

・これに隣接した国道１５号沿道には、小規模な業務ビル等が立地し

ている。 

事 業 の 経 緯 

平成24年１月 特定都市再生緊急整備地域指定（国） 

平成26年９月 品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014改

定（東京都） 

平成28年３月 法定要請（東京都、港区） 

平成28年４月 都市計画決定（地区計画、土地区画整理事業） 

平成28年７月 土地区画整理事業 事業認可 

平成28年７月 特定都市再生緊急整備地域整備計画作成 

平成31年４月 都 市 計 画 変 更 （ 地 区 計 画 、補 助 線 街 路 332号 線

（立体化）） 

令和１年８月 土地区画整理事業 変更事業認可(第１回) 

令和２年２月 都市計画決定（補助線街路334号線（品川駅北口

駅前広場）） 

都市計画変更（補助線街路332号線、土地区画整

理事業 ） 

令和２年８月 土地区画整理事業 変更事業認可(第２回) 

令和３年９月 品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン改定 

令和３年11月 都市計画変更（地区計画） 

令和４年１月 土地区画整理事業 変更事業認可(第３回) 

令和７年３月 4街区先行まちびらき 

そ の 他 ― 
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計 画 諸 元 

土地利用計画  
 整理前 整理後 

面積 割合 面積 割合 

公共 

用地 

道路 0.2ha 1.4% 3.0ha 19.1% 

公園 0.2ha 1.1% 0.4ha 3.0% 

計 0.4ha 2.5% 3.4ha 22.1% 

宅地 15.1ha 97.5% 12.1ha 77.9% 

合計 15.5ha 100.0% 15.5ha 100.0% 
 

1. 

事 業 目 的 等 

事 業 の 目 的 

ＪＲ品川駅の北側に位置する車両基地周辺において、高輪ゲート

ウェイ駅を核としつつ、車両基地跡地と国道１５号沿道市街地との一

体的なまちづくりにより、多様な都市機能が集積する国際交流拠点の

創出を図る。 

機 構 参 画 の

意 義 

機構施行の土地区画整理事業により、国道１５号沿道を含めた権

利の再配置と都市基盤整備を行うことで、多様な都市機能が集積す

る国際交流拠点の創出を支援する。 

2. 

政策効果分析  

費用便益比  

事業全体：２．２１   残事業：１．５４ 

3. 

事 業 を 実 施

す る こ と に よ

る効果・影響 

 

大 規 模 低 未

利 用 地 の 

活 性 化 

・車両基地跡地を、商業・業務・住宅等の多様な都市機能が集積す

る国際的な交流拠点へと転換 

都 市 活 動 を

支 え る 

基 盤 整 備  

・大規模な土地利用転換による拠点形成に向けた新たな道路網の整

備 

良 好 な 都 市

環 境 の 整 備 

・地区計画等に基づく規制による、国際交流拠点にふさわしい都市景

観の形成 
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4. 

実 施 環 境 

1） 

事 業 の 進 捗 

 

〇進捗状況 

・令和７（2025）年３月に４街区が先行まちびらき。以降も周辺道路整備

と建物建築が同時進行で進捗し、令和７年（2025）年10月に港区公的

住宅の完成、令和８（2026）年３月にはグランドオープンを迎える見込

み。 

・現時点では、スケジュールの遅延は無く、予定通り進捗する見込み。 

 

・工事費：約41％        ・仮換地指定：約79％ 

・使用収益開始：約70％  ・保留地処分：約72％ (令和７年４月時点) 

 

〇今後の計画 

・令和11年３月  換地処分 

 

2） 

事 業 リ ス ク の

見 込 み 

・今後、物価高騰に伴う工事費等の増加が懸念されるものの、一定の

予備費を計上済み。 

3） 

コ ス ト 縮 減 や

新技 術 ・ 制 度

等 の 導 入 

― 

対応方針案  事業継続 

 
対 応 方 針 案

決 定 の 理 由 

・令和７（2025）年３月には４街区完成による先行まちびらき、令和７

（2025）年 10 月には港区公的住宅の完成、令和８（2026）年３月には

１～３街区の完成によるグランドオープンを予定。 

・引き続き、多様な都市機能が集積する国際交流拠点の創出を

図るために、関係者と連携しながら、基盤整備、民間開発誘導

等を推進する必要がある。 

以上のことから「事業継続」 
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品川駅・田町駅周辺地域（品川駅北周辺地区土地区画整理事業）国際競争拠点都市整備事業  
位 置 図 

 

区 域 図 
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事業再評価調書                                   独立行政法人都市再生機構 

地 区 名 広島市基町相生通地区 

 所 在 広島市中区基町９番の一部及び 13 番の一部 

 事 業 手 法 第一種市街地再開発事業 

 地 区 面 積 約１．０ha 

 採 択 年 度 令和３年度 

 評 価 の 区 分 都市計画決定後５年間を経過した時点で継続中の事業 

地

区

の

概

要 

位置・交通条件 広島電鉄「立町」電停徒歩１分 

現 況 等 
・従前土地利用：駐車場・市営駐輪場、変電所・事務所、青空駐車場  

・機構等の市街地再開発事業（個人施行：全員同意型）が施行中 

事 業 の 経 緯 

平成 28 年６月 

平成 30 年９月 

令和２年９月 

 

令和３年５月 

 

令和３年８月 

令和４年３月 

 

令和４年 10 月 

令和５年 10 月 

令和６年 10 月 

 

令和７年 10 月 

令和７年 11 月 

広島市よりコーディネート要請文受領 

都市再生緊急整備地域指定（広島紙屋町・八丁堀） 

都市再生緊急整備地域指定（広島都心地域に再編）

及び特定地域指定 

広島市及び地権者等から同意施行者となることにつ

いての要請文受領 

地権者と UR の間で事業化に係る「基本合意書」締結 

都市再生特別地区の変更及び市街地再開発事業等の都市計

画決定 

再開発事業の事業計画認可 

事業計画変更（第１回）認可・権利変換計画認可 

事業計画変更（第２回）認可 

高層棟及び変電所棟新築工事着工 

建物名称及びホテルブランド公表 

変電所棟竣工 

そ の 他 － 

計 画 諸 元 

 

 ①土地利用計画 

 従前 従後 

公共用地 約 2,300 ㎡ 約 2,000 ㎡ 

宅地 約 7,200 ㎡ 約 7,500 ㎡ 

 

 ②建物計画 

事  項 現行計画 

建築敷地面積 約 7,500 ㎡ 

延床面積 約 86,600 ㎡ 

用途 業務、ホテル、商業、駐車場、変電所、市営駐輪場 
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1. 

事業目的等 

事 業 の 目 的 

・  広島市が掲げる都市再生緊急整備地域の地域整備方針の実現

を目指し、「紙屋町・八丁堀地区」における官民連携のリーディン

グプロジェクトとして、国際的なビジネス環境の形成に資する高規

格オフィスの実現等による業務機能の高度化、にぎわいと交流機

能の強化、観光・文化・情報発信機能の充実・強化を図る。 

機 構 参 画 の 

意 義 

・  本再開発事業を通して、広島市が目指す「楕円形の都心づくり」と

商工会議所の移転を伴う世界遺産・原爆ドームの背景の景観改

善を実現する上で、属性の異なる権利者等との協議・調整を円滑

に実施するには、市街地再開発事業に係る豊富な経験と知見や

中立性・公平性を有する公的主体による事業実施が求められる。 

2.政策効果分析  B／C＝事業全体 ： 1.98  

3. 

事業を実施

す る こ と に

よ る 効 果 ・

影 響 

都 市 機 能 

強 化 

・中四国地方最大の業務集積地に相応しい高規格オフィスの整備 

・ラグジュアリーホテル整備による国際平和文化都市としての機能の充

実、強化 

・広島商工会議所と市が連携した MICE 機能の強化 

先 導 的 な 

沿 道 空 間 

の 形 成 

・地域のエリマネ組織「カミハチキテル」の戦略への寄与 

老 朽 化 イ ン フ

ラ の 更 新 

・周辺部の基幹施設である基町変電所を機能中断することなく移転更新 

・耐震上課題のあった駐輪場の更新 

原 爆 ド ー ム 周

辺の景観改善 

・市の長年の悲願である商工会議所ビルの移転を伴う原爆ドーム周辺に

ふさわしい景観形成の実現
 

4. 

実 施 環 境 

1） 

事 業 の 進 捗 

・令和９年４月に高層棟が竣工予定。以降も電線類地中化工事と市営駐

輪場棟建築が同時進行で進捗し、令和11年９月市営駐輪場棟竣工を迎

える予定 

・現時点では、スケジュールの遅延は無く、予定通り進捗する見込み。 

2） 

事 業 リ ス ク の

見 込 み 

・今後、物価高騰に伴う工事費等の増加が懸念されるものの、現時

点では、将来の工事費等の増加見込みに対し、補助金の追加・保

留床処分金等で回収できる見込み。 

3） 

コ ス ト 縮 減 や

新 技 術 ・ 制 度

等 の 導 入 

－ 

対応方針案  事業継続 

 
対応方針案 

決定の理由 

・令和６（2024）年には予定通り高層棟及び変電所棟の建設工事に着工。

令和７（2025）年には変電所棟が竣工し、令和９（2027）年には高層棟、

令和11（2029）年度中には市営駐輪場棟が竣工予定。 

・引き続き、官民連携の先導的事業として、関係者と連携しながら市街地

再開発事業を進める必要がある。 

以上のことから「事業継続」 
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広島基町相生通地区 （第一種市街地再開発事業） 

 

※広島市作成資料「広島都心地域」を基に作成 
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